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0AO

５月２４日、秋田市立山王中学校の２年生、３名が茨島出張所に職場見学に来てくれました。

職場見学では、新屋水門を操作してみたり、堤防の除草作業に使用する草刈り機を操作す

るなど、普段経験することのできない内容に興味津々の様子でした。
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山王中学校のみなさん、

大変お疲れ様でした！

環境省などでは、5月30日（ごみゼロの日）から６月５日（環境の日）の１週間を全

国ごみ不法投棄監視ウィークとして不法投棄対策の取り組みを強化しています。

雄物川においても不法投棄対策の一環として不法投棄を取り締まる秋田中央

警察署、不法投棄の監視・指導を行う秋田市、雄物川を管理する国土交通省秋田

河川国道事務所が合同で行っています。

雄物川ではこの取り組みを平成２０年から毎年行っており、今回で１１回目となり

ますが、依然として多くの不法投棄が確認されています。

５月３１日に行われた不法投棄合同パトロールでは、これまで不法投棄が多い箇

所を重点的に確認し、警告看板を設置しました。

これまで不法

投棄があった

箇所について

説明をしてい

る様子

不法投棄が多

い箇所の看板

設置の様子

河川敷にゴミを捨てることは「河川法第２９条第１項」で禁止されています。また「河

川法施行令第16条の4第１項の規定に違反して、河川区域内の土地に、ゴミ・ふん尿・

鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を捨て、又は放置した者は、３ヶ月以下の懲役又

は２０万円以下の罰金に処するとされています。

説明を熱心に聞いていました

これから出発です！！

実際に操作させてもらいました


